
 

 

横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金交付要綱 

 

制定 平成 30 年３月 28 日健高健第 1255 号（健康福祉局長決裁） 

最近改定 令和８年７月１日健高健第 467 号（健康福祉局長決裁） 

 

（趣旨及び目的） 

第１条 この要綱は、外国人留学生受入支援事業（以下「本事業」という。）の実施及び本

事業に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

２ 本事業は横浜市内の介護サービス事業者等のうち、留学生を受入れる者に対し、対象

となる経費を助成することにより、留学生の受入れ、就学・就労等が円滑に行われるこ

とを目的とする。 

３ 補助金の交付については、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 58 条、社会福祉法

人の助成に関する条例（昭和 35 年７月横浜市条例第 15 号）、横浜市補助金等の交付に関

する規則（平成 17 年 11 月横浜市規則第 139 号。以下「補助金規則」という。）に定める

もののほか、この要綱の定めるところによるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、補助金規則に定めるもののほか、次のとおりと

する。 

２ 介護施設とは、次の各号に掲げる施設をいう。 

（1） 特別養護老人ホーム（介護保険法第８条第 25 項に規定する「指定介護老人福祉施 
設」） 

（2） 介護老人保健施設（介護保険法第８条第 25 項に規定する「介護老人保健施設」） 
（3） 養護老人ホーム（老人福祉法第 20 条の４に規定する「養護老人ホーム」） 
（4） 介護付有料老人ホーム（老人福祉法第 29 条に規定する「有料老人ホーム」のう 

ち介護保険法第８条 11 項に規定する「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施 
設） 

（5） ケアハウス（老人福祉法第 20 条の６に規定する「軽費老人ホーム」のうち介護 
保険法第８条 11 項に規定する「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設） 

（6） 認知症高齢者グループホーム（介護保険法第８条 20 項に規定する「認知症対応 
型共同生活介護」） 

（7） ショートステイ（老人福祉法第 20 条の３に規定する「老人短期入所施設」） 

３ 介護サービス事業者等とは、介護施設を運営する者や介護施設の運営を支援する者

をいう。 

４ 留学生とは、在留資格「留学」で来日した後、介護福祉士の合格を目指し、日本語

学校や介護福祉士養成校に通い、日本の介護施設での就労を目指す者をいう。 

（補助事業の範囲及び事業主体） 

第３条 本事業の対象となる事業は、介護サービス事業者等が受け入れる留学生が、介護施

設（本市が認めた施設に限る）で就労しながら、第５条に定める在学証明書に記載のある

日本語学校修了、かつ介護福祉士養成校への進学を目的とするものである。 

２ 本事業の補助対象となる事業主体は、横浜市内に事業所・事務所を設置する介護サービ

ス事業者等のうち、本事業の実施主体として市長が適当と認めるもの（以下「補助事業者

等」という。）とする。  



 

 

３ 次の各号に掲げる団体は、本事業の対象としない。  

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。）  

(2) 代表者又は役員のうちに暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下この項において同じ。）に該当する者があるもの 

（補助対象経費及び補助金額） 

第４条 本事業の補助対象となる経費（以下、「補助対象経費」という。）は、前条第２項

に規定する事業主体が第１条第２項に掲げる事業目的の達成のため行う日本語学校の就

学に係る、次の各号に掲げる経費とする。 

(1) 入学の選考にかかる経費 

(2) 入学金 

(3) 就学期間中の学費 

(4) その他就学に必要な経費（教科書代、教材費など） 

２ 補助金額は、補助対象経費の２分の１とする。ただし、１人につき補助金額の上限を35

万円とし、予算の範囲内において補助するものとする。 

３ 同条第１項に規定する経費については、その性質上、補助金規則第24条ただし書による

市長が認める場合として、市内事業者による入札及び２人以上の市内事業者からの見積書

の徴収を行う必要はないものとする。 

（交付の申請）  

第５条 補助金規則第５条第１項の規定により市長が定める補助金交付申請書の提出期限

は、補助事業等の内容を考慮し、市長がその都度指定するものとする。  

２ 本事業について、補助金規則第５条第１項の規定により補助金の交付を受けようとす

る者は、横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金交付申請書（第１号様式及び別紙１）、

補助金調書（第１号様式別添１）、在学証明書（第１号様式別添１－２）及び雇用証明書

（第１号様式別添１－３）を市長に提出するものとする。 

３ 助成金額の算定において端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てるものとする。 

４ 補助金規則第５条第３項の規定により、市長が補助金交付申請書への記載又は添付を省

略させることができる事項及び書類は、同規則第５条第２項第２号及び第３号に定めるも

のとする。 

（交付の条件） 

第６条 本事業について、補助金規則第７条第４号の規定により市長が補助金の交付の目的

を達成するために必要と認めて付する条件は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 申請時に提出した在学証明書（第１号様式別添１－２）に記載のある日本語学校を 

修了または引き続き就学すること。 

(2) 留学生は、補助対象年度において同法人内の市内の介護施設で就労を継続している 

こと。ただし、やむを得ない事情で就労ができない場合は、この限りではない。 

(3) 進学する介護福祉士養成校の入学予定及び学費納付が完了していることを、入学 

予定・学費納付証明書（第６号様式別添１－５）で市長に報告すること。 

(4) 横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金交付決定通知書（第２号様式）に付する 

条件を満たすこと。 

（交付決定通知） 

第７条 補助金規則第８条の規定による横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金交付決

定通知書（第２号様式）（以下、「決定通知書」という。）により行うものとする。 



 

 

（申請の取下げ） 

第８条 補助金規則第９条第１項の規定により市長が定める補助金交付申請の取下げの期

日は、申請者が決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して 10 日以内の日とする。 

（事業の変更等） 

第９条 補助事業者等は、補助金規則第７条第１項に定める事業の変更の承認申請を行う

ときは、横浜市外国人留学生受入支援事業変更承認申請書（第３号様式）を用いなけれ

ばならない。 

２ 補助事業者等は、補助金規則第７条第２号に定める事業の中止の承認申請を行うとき

は、横浜市外国人留学生受入支援事業中止承認申請書（第４号様式）を用いなければな

らない。 

３ 第１項及び第２項による申請を承認することを決定したときは、横浜市外国人留学生

受入支援事業変更承認書（第５号様式）により行うものとする。 

（実績報告） 

第 10 条 補助金規則第 14 条第１項の規定により補助事業者等が市長への報告に用いる書

類は横浜市外国人留学生受入支援事業費実績報告書（第６号様式）、修了証明・学費完納

証明書（第６号様式別添１－４）、入学予定・学費納付証明書（第６号様式別添１－５）

及び、雇用証明書（第６号様式別添１－３）とする。 

２ 引き続き就学する場合の書類は、同条第１項にある修了証明・学費完納証明書（第６

号様式別添１－４）及び入学予定・学費納付証明書（第６号様式別添１－５）に代えて、

修了・学費完納・在学証明書（第６号様式別添１－６）とする。 

３ 補助金規則第 14 条第５項の規定に基づき市長が必要と認める領収証等は、補助対象経

費に係るすべての領収書等とする。ただし、第４条第１項に定める補助対象経費のうち、

入学した日本語学校に支払ったものに係る領収書等とは前条に定める修了証明・学費完

納証明書（第６号様式別添１－４）、修了・学費完納・在学証明書（第６号様式別添１－

６）とする。 

４ 補助金規則第 14 条第４項の規定により、市長が完了報告書への記載又は添付を省略さ

せることができる事項及び書類は、同規則第 14 条第１項第２号の補助金に係る収支計算

に関する事項を記載した決算書及び第３号に定めるものとする。 

（補助金額の確定通知） 

第 11 条 補助金規則第 15 条の規定による補助金額確定の通知は、横浜市外国人留学生受

入支援事業費補助金交付確定通知書（第７号様式）により行うものとする。 

（補助金交付の請求） 

第 12 条 補助金規則第 18 条第１項の規定による補助金の交付の請求は、横浜市外国人留

学生受入支援事業費補助金交付請求書（第８号様式）により行わなければならない。 

（補助金交付決定の取消等） 

第 13 条 市長は、次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部

を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を補助事業者等に求め

る。ただし、自然災害等、補助事業者の責によらない事由により、事業継続が困難にな

った場合は、補助金の全部又は一部の返還を補助事業者に求めることができない。 

(1) この要綱及び補助金規則に従って補助事業等が行われないとき。 

(2) 補助事業等の成果が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しない

とき。 

(3) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。 



 

 

(4) 交付の決定を受けた者が、第３条第３項各号のいずれかに該当するとき。 

（関係書類の管理保管） 

第 14 条 補助金規則第 26 条の規定により市長が定める関係書類の保存期間は、第 10 条に

定める報告を提出した日が属する年度の終了後５年間とする。 

（その他） 

第 15 条 本事業の実施に関しては、横浜市社会福祉法人施設審査会要綱の規定は適用しな

い。 

２ 市長は、必要に応じ申請者又は第７条の交付の決定を受けた者が、第３条第３項各号の

いずれかに該当するか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うことができる。 

（委任） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は、健康福祉局長が定

める。 

 

 

 

 

附 則 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年８月 21 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年９月 30 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年９月 30 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年７月１日から施行する。 



 

 

第１号様式（第５条） 

 

 年  月  日 

横浜市長 

法人所在地  
 

法人名称  
 

代表者職氏名            

 

 

 

 

 

横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金交付申請書 

 

 

横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請しま

す。なお、補助金の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平

成 17 年 11 月 30 日横浜市規則第 139 号）及び横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金交

付要綱を遵守します。 

 

 

 

１ 交付申請額          円 

 

２ 補助金調書（第１号様式別添１） 

 

３ 在学証明書（第１号様式別添１－２） 

 

４ 雇用証明書（第１号様式別添１－３） 

 

５ その他添付書類 

(1) 役員等氏名一覧表（第１号様式別紙１）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４） 



 

 

（第１号様式別紙１） 

 

役員等氏名一覧表 

 

横浜市暴力団排除条例第８条に基づき、代表者又は役員に暴力団員がいないことを確認する

ため、本様式に記載された情報を神奈川県警察本部長に照会することについて、同意します。 

また、記載された全ての役員に同趣旨を説明し、同意を得ています。 

 

 

法  人  名 

代表者職氏名                

 

年  月  日現在の役員                                                                                  

役職名 氏  名 氏名のカナ 
生年月日 

(大正 T,昭和 S,平成 H) 

性別 

(男･女) 
住  所 

代表者 

   
T 
S 
H  ．  ． 

  

   
T 
S 
H  ．  ． 

  

   
T 
S 
H  ．  ． 

  

   

T 
S 

H  ．  ． 
  

   
T 
S 
H  ．  ． 

  

   
T 
S 
H  ．  ． 

  

   

T 
S 

H  ．  ． 
  

   
T 
S 
H  ．  ． 

  

   
T 
S 
H  ．  ． 

  

   

T 
S 

H  ．  ． 
  

（Ａ４） 



 

 

（第１号様式別添１） 
 

補助金調書 

 
１ 補助事業者等 

 名 称  

 代 表 者 職 氏 名  

 
住 所 

〒 

 

 電 話 番 号  

 Ｅメールアドレス  

 担 当 者 氏 名  

 

２ 留学生 

 氏 名  

 
住 所 

〒 

 

 生 年 月 日  

 国 籍  

 勤 務 先 施 設  

 
勤 務 先 住 所 

〒 

 

 

３ 入学した日本語学校 

 学 校 名  

 
住 所 

〒 

 

 電 話 番 号  

 

４ 補助対象経費 

 入 学 の 選 考 に 
か か る 経 費 

         円  

 
 

入 学 金          円  

 当該年度の学費          円  

 そ の 他 就 学 に 
必 要 な 経 費 

         円 教科書代・教材費など 

 
 

合 計          円 （交付申請額は合計額の 1/2、上限 35 万円） 

 

（Ａ４） 



 

 

（第１号様式別添１－２） 

 
 
 

在学証明書 

 
 
 
 

氏名（日本語表記）  

生  年  月  日  

 
上記の者は本校に在学していることを証明します。 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市長 様 

 

 

 

 

 

    年  月  日 

 

 

住   所 
 

学校法人名 
 

学 校 名 
 

校 長 名                  ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４） 



 

 

（第１号様式別添１－３） 

 

 

雇用証明書 

 

 

氏     名  

生 年 月 日  

勤 務 先 施 設  

雇 用 開 始 年 月 日 年  月  日 

勤 務 日 数 週【   日】程度 

そ の 他 特 記 事 項  

 

 

上記の者は、記載のとおり在職していることを証明します。 

 

年  月  日 

 

事業所名  

雇用主名（代表者名）               ㊞ 

所在地 

連絡先電話 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４） 



 

 

第２号様式（第７条） 

 

健高健第     号 

  年  月  日 

補助事業者等名称 

代表者職氏名         様 

 

横 浜 市 長 

 

 

横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金交付決定通知書 

 

 

  年 月 日に申請のありました、横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金の交

付について、次のとおり決定しましたので、通知します。なお、交付する補助金の額につい

ては、実績報告書の提出後に補助金交付確定通知書をもって確定します。 

 

１ 交付決定の内容 

（1）補助事業の内容及び目的 

   介護福祉士を目指し来日する留学生の、日本語学校の学費を補助することで、受入れ、就

学・就労等が円滑に行われること 

介護福祉士を目指し来日する留学生（以下、「留学生」という。）を受入れる者に対し、対象

となる経費を助成することにより、留学生の受入れ、就学・就労等が円滑に行われるこ

とを目的とする。 

（2）交付予定金額                              円 

（3）交付の時期及び方法 

 

２ 交付の条件 

(1) 補助金規則第５条第１項第２号から第４号までに掲げる事項の変更（市長の定める軽

微な変更を除く。）をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けるこ

と。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

(4) 次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に

補助金が交付されているときは、その補助金の全部又は一部の返還を求めます。 

ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

イ 補助金を他の用途に使用したとき。 

ウ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。  

エ 当該事業の継続が不可能となったとき。  

オ その他法令、条例、規則又は横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金交付要綱

に基づき市長が行った指示に違反したとき。 

（Ａ４） 

裏 面 あ り 



 

 

カ 補助対象年度において、日本語学校を退学又は日本語学校を修了した場合に介護

福祉士養成校へ進学しなかったとき。 

キ 介護施設での就労を辞めたとき。（同法人内かつ市内の別の介護施設で就労する

場合を除く） 

(5) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。  

(6) 市長がこの補助金の交付に関して必要と認めた調査に協力すること。  

(7) その他、横浜市補助金等の交付に関する規則、横浜市外国人留学生受入支援事業費補

助金交付要綱の定めに従うこと。（補助事業者等が社会福祉法人の場合は、社会福祉法第

58 条、社会福祉法人の助成に関する条例、横浜市補助金等の交付に関する規則、横浜市

外国人留学生受入支援事業費補助金交付要綱の定めに従うこと。） 

 

３ 留意事項 

補助事業に係る関係書類は、事業完了の日が属する年度の終了後５年間保存すること。 

 



 

 

第３号様式（第９条第１項）  

  年  月  日  

（申請先）  

横 浜 市 長  

（申請者）                

法人所在地  

法人名称  
 
代表者氏名             
 

 

  

横浜市外国人留学生受入支援事業変更承認申請書 

 

 

横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金に関する内容等について、次のとおり変更したい

ので、申請します。 

 

 

１ 補助事業者等名称及び連絡先  

名 称：                                                                 

連絡先：                                                                 

 

 

２ 変更内容 

 

 

 

 

３ 変更理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４） 



 

 

第４号様式（第９条第２項）  

  年  月  日  

（申請先）  

横 浜 市 長  

（申請者）               

法人所在地  
 
法人名称  
 
代表者氏名             
 

 

 

横浜市外国人留学生受入支援事業中止承認申請書 

 

 

横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金に関し、中止したいので申請します。  

 

 

１ 補助事業者等名称及び連絡先  

名 称：                                                                 

連絡先：                                                                 

 

 

２ 中止の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４） 



 

 

第５号様式（第９条第３項）  

健高健第     号  

  年 月 日  

補助事業者等名称 

代表者職氏名         様 

 

横 浜 市 長  

 

 

横浜市外国人留学生受入支援事業変更承認書 

 

 

横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金に関し、   年  月  日付で申請のありまし

た承認申請について、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

 

１ 補助事業者等名称 

名 称：                                                                 

  

 

２ 承認の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４） 



 

 

第６号様式（第10条第１項）  

  年  月  日 

  

（報告先）  

横 浜 市 長  

（報告者）               

法人所在地  

法人名称  
 
代表者氏名             
 

 

 

横浜市外国人留学生受入支援事業費実績報告書  

 

  年  月  日健高健第     号で交付決定された横浜市外国人留学生受入支援事

業費補助金に係る補助事業等の実績について、次のとおり報告します。  

 

 

１ 補助事業に要した経費 

  

                          円  

 

２ 添付書類  

修了証明・学費完納証明書（第６号様式別添１－４）【単年就学時のみ】 

入学予定・学費納付証明書（第６号様式別添１－５）【単年就学時のみ】 

修了・学費完納・在学証明書（第６号様式別添１－６）【複数年就学時のみ】 

雇用証明書（第６号様式別添１－３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４） 



 

 

（第６号様式別添１－４） 

 

修了証明・学費完納証明書 

 
 
 

氏名（日本語表記）  

生  年  月  日  

入学年度・課程名 年度 課程 

修了年度・課程名 年度 課程 

学 費 完 納 額 円 

     （学費完納額内訳） 
 

上記の者は 
・本校に入学した課程を修了していること 
・修了した課程の学費を完納していること 
を証明します。 

 

 

 

横浜市長 様 

 

 

 

    年  月  日 

 

住   所 
 

学校法人名 
 

学 校 名 
 

校 長 名                  ㊞ 

 

 

 

（Ａ４） 

入学の選考にかかる経費          円 

入学金          円 

当該年度の学費          円 

その他就学に必要な経費          円 



 

 

（第６号様式別添１－５） 

 

入学予定・学費納付証明書 

 
 
 
 

氏名（日本語表記）  

生  年  月  日  

入学予定年度・課程名 年度 課程 

学 費 納 付 額 円 （前期分・全額） 

 
上記の者は 
・本校に入学予定であること 
・入学予定の課程の学費を納付していること 
を証明します。 

 

 

 

 

横浜市長 様 

 

 

 

 

 

    年  月  日 

 

 

住   所 
 

学校法人名 
 

学 校 名 
 

校 長 名                  ㊞ 

 

 

 

（Ａ４） 



 

 

（第６号様式別添１－６） 

 

修了・学費完納・在学証明書 

 
 
 

氏 名 （ 日 本 語 表 記 ）  

生  年  月  日  

入 学 年 度 ・ 課 程 名 年度 課程 

入学年度学費等完納額 円 

在 学 年 度 ・ 課 程 年度 課程 

（入学年度学費等完納額内訳） 
 

上記の者は 
・入学した課程を修了していること 
・入学した課程の学費等を完納していること 
・本校に在学していること 
を証明します。 

 

 

横浜市長 様 

 

 

    年  月  日 

 

 

住   所 
 

学校法人名 
 

学 校 名 
 

校 長 名                  ㊞ 

 

（Ａ４） 

 

 

入学の選考にかかる経費          円 

入学金          円 

当該年度の学費          円 

その他就学に必要な経費          円 



 

 

第７号様式（第11条）  

健高健第       号  

  年  月  日  

 

補助事業者等名称 

代表者職氏名         様 

 

横 浜 市 長 

 

 

横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金交付確定通知書 

  

 

  年 月 日健高健第   号により、交付を決定した横浜市外国人留学生受入支援事

業費補助金については、次のとおりその金額を確定しましたので、通知します。  

 

 

 

補助金交付確定額              円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４） 



 

 

第８号様式（第12条）  

  年  月  日  

（請求先）  

横 浜 市 長  

 

（請求者） 

法人所在地  
 
法人名称  
 
代表者職氏名             
 

 

 

横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金交付請求書  

 

 

横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金交付要綱に基づき、次のとおり補助金の交付を請求

します。 

 

補助金確定通知書番号 年    月    日    健高健第 号  

補 助 金 請 求 額 ￥         ．－  

振 込 先 金 融 機 関 

金 融 機 関 名 銀行         支店  

口 座 番 号 

普通 

・  

当座 

 

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 人 

 

※請求者と口座名義が異なるときは、委任状等の添付が必要です。 

※請求委任や受領委任を行う場合は請求書の押印は省略できません。 

 

 

 

 

（Ａ４） 


